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【鳥取市公共施設再配置基本計画】 

― 公立学校施設整備の基本的な考え方 ― 
 ●更新時の方向性 
 ・中長期的に維持することが考えられる施設（校区審議会において統廃合を検討していない学校）については、文部科

学省の方針に基づき、長寿命化対策を実施 
 ・単独で更新する場合、児童・生徒数の推移をふまえ規模を検討   
●配置の考え方 

 ・校区審議会での議論等を基に配置を検討 
江山中学校 美和小学校 

・校舎建築年度（1964（S39）年、1966（S41）年、1975

（S50）年）耐震補強済み 

※1990（H2）年 大規模改修実施（全校舎） 

・屋内運動場建築年度（1987（S62）年）耐震補強済み 

・校地面積 15,269 ㎡（運動場 7,026 ㎡ 建物敷地 8,243 ㎡） 

・鳥取市公共施設再配置基本計画における施設更新検討時期  

第一期（2016（H28）～）に該当 

 

・校舎建築年度（1967（S42）年、1996（H8）年）耐震補強済み 

 ※1996（H8）年 大規模改修実施（1967（S42）年築 校舎） 

・屋内運動場建築年度（1996（H8）年）耐震補強済み 

・校地面積 18,595 ㎡（運動場 10,486 ㎡ 建物敷地 7,196 ㎡） 

 （※学校隣接用地 約 2,800 ㎡除く） 

 ・鳥取市公共施設再配置基本計画における施設更新検討時期  

第一期（2016（H28）～）に該当

 

 



鳥取市における小中一貫教育に関する制度について 

平成２９年１月 
                             鳥取市教育委員会 

１ はじめに 

  平成１０年以降から、全国各地で地域の実情に応じた小中一貫教育の取組が進められ、
中１ギャップの解消、学力の向上等の成果が挙がっている。この取組は全国的に広がり、
今後もさらなる増加が見込まれている。 
  国は、教育再生実行会議の第５次提言「今後の学制等の在り方について（平成２６年
７月３日）」、さらに中央教育審議会の「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔
軟かつ効果的な教育システムの構築について（答申）」を受けて、平成２７年６月に学校
教育法の一部を改正し、小中一貫教育の制度化を行った。これにより、教育活動・学校
マネジメントの一貫性を確保した総合的かつ効果的な取り組みの実施及び教育課程の特
例等の柔軟な教育課程編成をすることが可能となり、地域の実態に対応した多様な取り
組みの選択肢が提供された。 
  鳥取市では、湖南中学校の児童生徒数の減少による小規模化のデメリットを解消し、
地域に根差した特色ある教育を行うために、平成２０年に県内で初めての小中一貫教育
校を設置した。その後、平成２８年に福部未来学園が開校し、鹿野地域でも平成３０年
の開校に向けて準備を進めている。 
また、平成２３年からは、「小中一貫教育推進プラン」を策定し、市内全中学校区にお
いて９年間の連続・一貫した指導を行ってきている。そして、平成２６年度からは、「特
色ある中学校区創造事業」で、目指す子ども像の共有や、地域保護者も含めた推進協議
会の設置等さらに一歩進めた形の小中一貫教育を進めてきている。 
  平成２８年に策定した「鳥取市教育振興基本計画」では、推進施策の一つとして、「信
頼される教育環境の充実」を挙げている。この中で、将来を担う子どもたちや地域にと
って、これからの学校はどうあるべきなのかを議論し、地域全体の意向として集約して
いく検討組織づくりを進め、そこで導き出された責任ある方向性を尊重するという基本
姿勢に立って、学校づくりを行っていくこととしている。 

２ 小中一貫教育に関する制度の概要 
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３ 制度導入のメリット 

○義務教育９年間の子どもの学びや育ちをつなぐために、一人の校長の下、一つの教職
員組織で、連続した指導や支援にあたることができる。 

 ○地域、学校の実態に即した自由度の高い教育課程を編成し、特色ある学校づくりをさ
らに推進することができる。 

   ・義務教育９年間の区切りを柔軟に設定することができる。 
     （例） 「４・３・２制」、「５・４制」 
   ・新設教科の設置、指導内容の入替などが設置者の判断で行うことができる。 

４ 導入により想定される課題とその対応策 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

５「義務教育学校」及び「小中一貫型小学校・中学校」設置の考え方 

（１） 各中学校区においては、９か年という長いスパンで教育を行うことを今後もめ
ざしていく。 
 ※さらに、幼保との接続も視野に入れた連携教育にも力を入れる。 

  （２）「義務教育学校」、「小中一貫型小学校・中学校」は、選択肢ととらえる。 
  （３）設置に当たっては、地域住民・保護者・学校関係者からなる検討組織で集約さ

れた意向をもとに、それが地域の実態に合った教育効果の高い学校であるかを
判断し、教育委員会が設置する。 

６ 「義務教育学校」設置が想定される中学校区(Ｈ３０．６．２９現在) 

① 湖南学園中学校区  （湖南学園小学校、湖南学園中学校） 
② 福部未来学園中学校区（福部未来学園中学校、福部未来学園小学校） 
③ 鹿野中学校区    （鹿野中学校、鹿野小学校） 
④ 江山中学校区    （江山中学校、神戸小学校＋美和小学校） 
※神戸小学校と美和小学校は統合し、中学校区に１中学校・１小学校となるため 
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